
【公報種別】意匠公報の訂正
【発行日】令和５年１０月１９日（２０２３．１０．１９）

【登録番号】意匠登録第１７４９７３８号（Ｄ１７４９７３８）
【掲載公報発行日】令和５年７月３１日（２０２３．７．３１）
【年通号数】登録公報（意匠）２０２３－１４２

【意匠分類】Ｃ４－２２
【出願番号】意願２０２３－２５１３（Ｄ２０２３－２５１３）

【訂正の要旨】【意匠権者】の【住所又は居所】に誤りがあったので以下のとおり訂正する。
（１９）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５）【発行日】令和５年７月３１日（２０２３．７．３１）

（１２）【公報種別】意匠公報（Ｓ）
（１１）【登録番号】意匠登録第１７４９７３８号（Ｄ１７４９７３８）
（２４）【登録日】令和５年７月２１日（２０２３．７．２１）

（５４）【意匠に係る物品】液体容器
（５２）【意匠分類】Ｃ４－２２
（５１）【国際意匠分類】Ｌｏｃ（１４）Ｃｌ．２３－０８

（２１）【出願番号】意願２０２３－２５１３（Ｄ２０２３－２５１３）
（２２）【出願日】令和５年２月１０日（２０２３．２．１０）
（７２）【創作者】

【氏名】王　▲テイ▼
【住所又は居所】埼玉県川口市青木２丁目２番１０号　株式会社ムスビトラベル内

（７３）【意匠権者】
【識別番号】５２１３４５２３５
【氏名又は名称】株式会社ムスビトラベル

【住所又は居所】埼玉県川口市青木二丁目２番１０
（７４）【代理人】
【識別番号】１００１３７３３８

【弁理士】
【氏名又は名称】辻田　朋子
【新規性喪失の例外の表示】意匠法第４条第２項の適用申請が有りました。

【審査官】濱本　文子　　
（５５）【意匠に係る物品の説明】本物品は、外出先でシャンプー等の液体を持ち運ぶのに適する容器であ

る。本物品は、容器本体と、キャップ部分を備えている。容器本体は、可撓性の部材であり、上下方向に伸
び、内部を視認できる窓部と、窓部に隣接して設けられ、外部に盛り上がる複数の目盛りと、を有する。容
器本体の周面は全体として曲面であるが、正面図及び背面図に示すように、側面の一部において相対して平

面の領域を有する。キャップ部分は、３段で構成され、端部から、開閉ができる開閉部、使用者が把持する
把持部、開閉部及び把持部と独立して回転する回転部である。把持部には、高さ方向に伸びる複数の凹凸が
設けられる。回転部には、孔が設けられており、該孔を介して本体に付されている表示を見ることができ

る。
（５５）【意匠の説明】透明部を表す参考斜視図において、薄墨部分は透明である。
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【右側面図】

【左側面図】

【底面図】
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【背面図】

【参考斜視図】
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【透明部を表す参考斜視図】


